
 
平成 22 年 11 月 16 日 

各 位 
会 社 名 ノーリツ鋼機株式会社 
代 表 者 代表取締役社長 西本 博嗣 
（コード番号 7744 東証・大証 第 1 部） 

問 合 せ 先  総務部  松井・根木 
  （TEL 073 – 454 – 0307）       

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 22 年 11 月 16 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 1 月

19 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

１． 変更の理由 

(1)  持株会社化に伴い、現行定款第２条に定める事業目的を追加するものです。 

（変更案第２条） 

(2)  世界の情報や優秀な人材が集中する首都圏において豊富な情報網、各種外部ネットワーク

等も活用した事業展開の加速化を目的として、所要の変更を行うものであります。 

（変更案第３条） 

２． 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します） 

現 行 定 款 変  更  案 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目
 的とする。  
 

（新  設） 
 
 
 
 
(１) ～(36)  ＜記載内容省略＞ 
 

（新  設） 
 
（本店の所在地） 
第３条 会社は、本店を和歌山市に置く。 
 
 
この定款は、平成２２年６月２５日より施行
する。 
 

（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 
 的とする。        
 １ 以下の事業を営むこと、並びに以下の事
業を営む会社及びこれに相当する事業を営
む外国会社の株式又は持分を保有すること
により、当該会社の事業活動を支配及び管
理すること。 

 
(１) ～（36）  <現行どおり> 
 
２ 前項に附帯関連する一切の業務 
 
（本店の所在地） 
第３条 会社は、本店を東京都港区に置く。
 
 
この定款は、平成２３年２月１日より施行す
る。 
 

  
３． 日程 

定款変更承認のための臨時株主総会開催日 平成 23 年 1 月 19 日（予定） 

定款変更の効力発生日    平成 23 年 2 月 1 日（予定） 

 

以 上 


